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令和８年度（令和７年度繰越分）青森県地域公共交通人財確保推進事業費補助金

交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、地域公共交通の確保・維持を図るため、交通事業者等が実施する運

転士等の人財確保の取組に要する経費について、令和８年度予算（令和７年度

繰越分）の範囲内において、当該交通事業者等に対し、青森県地域公共交通人

財確保推進事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、そ

の交付については、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和４５年３月青森

県規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定

めるところによる。 

 

 （補助対象事業者） 

第２ 補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助対象事業者」という。）は、

次のとおりとする。 

(1)   県内に営業所を置くバス事業者（道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

第３条第１号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者。公営企

業を除く。） 

(2)   県内に営業所を置くタクシー事業者（道路運送法（昭和２６年法律第１８

３号）第３条第１号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者。

ただし、個人事業主及び福祉輸送事業限定許可を受けている者を除く。） 

(3)   県内に営業所を置く鉄道事業者（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）

第２条第２項に定める第１種鉄道事業を経営する者及び同条第３項に定め

る第２種鉄道事業を経営する者（旅客の運送を行うものに限る。）。ただし、

北海道旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社を除く。） 

(4)   県内に営業所を置く航路事業者（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）

第２条第５項に定める一般旅客定期航路事業を経営する者。） 

(5)  公益社団法人青森県バス協会及び一般社団法人青森県タクシー協会 

(6)  地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）

第６条第２項に定める協議会 

 

 （補助対象事業） 

第３ 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表のと

おりとする。 

 

（補助対象経費、補助率及び補助金の額） 

第４ 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び

補助金の額は別表のとおりとする。 
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（申請書等） 

第５ 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により、前項の申請書に添付しなければ

ならない書類は次のとおりとする。 

(1) 事業計画書（第２号様式） 

(2) 収支予算書（第３号様式） 

(3)  その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の条件） 

第６ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第

５条の規定により付された条件となるものとする。 

(1) 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）について変

更を加える場合において、あらかじめ事業変更承認申請書（第４号様式）を

知事に提出して、その承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止（廃止）承認申

請書（第５号様式）を知事に提出して、その承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難にな

った場合において、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明

らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを令和９年４月１日から５年間

（第１１第１項に規定する財産がある場合には、第１１第２項に規定する期

間）保管しておくこと。 

(5) 補助事業により取得し、効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもっ

て管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運

用を図ること。 

(6) 補助事業の完了後は、補助事業により整備した設備について、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用

年数に相当する期間にわたって継続して使用すること。 

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理台帳

（第６号様式）その他関係書類を第１１第２項に規定する期間整備保管する

こと。 

 

（申請の取下げの期日） 

第７ 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補

助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して１０日を経過した日とする。 

 

（補助金の交付方法） 

第８ 補助金は、補助事業の完了後交付する。 
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（実績報告） 

第９ 規則第１２条の規定による報告は、補助事業が完了した日（補助事業の廃

止の承認を受けた場合は、その日）から起算して３０日を経過した日又は令和

９年２月２６日のいずれか早い時期までに事業完了（廃止）実績報告書（第７

号様式）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(1) 事業実績報告書（第２号様式） 

(2) 収支精算書（第３号様式） 

(3) 財産管理台帳（第６号様式）の写し 

(4) その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の請求） 

第１０ 補助金の請求は、補助金請求書（第８号様式）を知事に提出して行うも

のとする。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第１１ 規則第１９条第４号及び第５号の規定により処分の制限を受ける財産

は、取得価格が５０万円以上の機械、器具等とする。 

２ 規則第１９条ただし書の規定により、財産の処分の制限を受ける期間は、減

価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間とす

る。 

３ 補助対象事業者は、規則第１９条の処分をしようとするときは、あらかじめ財

産処分承認申請書（第９号様式）を知事に提出して、その承認を受けなければな

らない。 

４ 前項の承認を受けようとする場合において、交付した補助金のうち規則第 

１９条の処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する額を返

還するとともに、当該処分により補助事業者に利益が生じる場合は、交付した

補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を県に納付すること。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１２ 補助対象事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告に

より補助金に係る消費税等仕入控除額が確定した場合には、消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額報告書（第１０号様式）により速やかに報告しなけれ

ばならない。 

２ 前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部を

県に返還しなければならない。 

 

（その他必要な事項） 

第１３ 知事は、この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

を別に定めることができる。 
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附則 

この要綱は、令和８年４月３０日から施行する


